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議案第３５号  

   令和５年度新潟市一般会計補正予算（第４号） 

 令和５年度新潟市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０３７，０００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１０，９５７，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

19 国庫支出金 79,319,530 1,088,700 80,408,230

 2 国庫補助金 22,863,198 1,088,700 23,951,898

20 県支出金 21,615,900 1,000 21,616,900

 2 県補助金 5,257,852 1,000 5,258,852

22 寄附金 813,000 6,000 819,000

 1 寄附金 813,000 6,000 819,000

24 繰越金 1 841,300 841,301

 1 繰越金 1 841,300 841,301

26 市債 37,061,500 100,000 37,161,500

 1 市債 37,061,500 100,000 37,161,500

408,920,000 2,037,000 410,957,000

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 2 総務費 40,979,527 613,200 41,592,727

 1 総務管理費 36,285,192 497,300 36,782,492

 2 徴税費 3,358,687 9,800 3,368,487

 3 戸籍住民基本台帳費 876,335 106,100 982,435

 3 民生費 130,186,949 667,400 130,854,349

 1 社会福祉費 13,121,337 4,300 13,125,637

 2 児童福祉費 46,628,424 642,700 47,271,124

 3 障がい福祉費 25,527,461 10,500 25,537,961

 4 生活保護費 17,389,193 5,600 17,394,793

 5 老人福祉費 27,470,526 3,700 27,474,226

 6 国民年金費 50,008 600 50,608

 4 衛生費 35,394,910 123,200 35,518,110

 1 保健衛生費 24,833,059 104,800 24,937,859

 2 清掃費 10,561,851 18,400 10,580,251

 6 農林水産業費 6,213,359 73,700 6,287,059

 1 農業費 2,864,427 73,700 2,938,127

 7 商工費 12,471,531 63,500 12,535,031

 2 工業費 1,370,018 63,500 1,433,518

 8 土木費 56,783,057 5,000 56,788,057

 4 都市計画費 23,034,828 5,000 23,039,828

 9 消防費 10,609,144 100,000 10,709,144

 1 消防費 10,609,144 100,000 10,709,144

10 教育費 57,706,643 391,000 58,097,643

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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款 項

 1 教育総務費 8,042,720 391,000 8,433,720

408,920,000 2,037,000 410,957,000歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　繰越明許費補正

       １　追　加
（単位  千円）

2 総務費 1 総務管理費 人事・給与システム改修事業 377,000

4 衛生費 1 保健衛生費 住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業 46,000

10 教育費 1 教育総務費 人事・給与システム改修事業 391,000

款 項 事 業 名 金 額
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1　変　更

の共 率の見直し 債に借り換えることが

。） し後の利率

行を においては

第３表　地方債補正

（単位　千円）

起　債　の　目　的

補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　前 補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　後

限　度　額
起債
の方
法法

利　　率 償　還　の　方　法 限　度　額

年5.0％以内 借り入れの年から据置

貸借 （ただし、 期間を含み30年以内に 貸借 （ただし、

債券 方式で借り 若しくは不均等の方法

期間を含み30年以内に

起債
の方
法法

利　　率 償　還　の　方　法

普通 年5.0％以内 借り入れの年から据置 普通

又は 利率見直し 元利均等又は元金均等

発行 入れる場合 により、毎年度１期又

（他 で、政府資 は２期に償還する。た （他 で、政府資 は２期に償還する。た

発行 入れる場合 により、毎年度１期又

の地 金及び地方 だし、財政の都合によ

方公 公共団体金 り据置期間中であって 方公 公共団体金 り据置期間中であって

の地 金及び地方 だし、財政の都合によ

共団 融機構資金 も繰上償還し、償還年

体と について利 限を短縮し、又は低利 体と について利 限を短縮し、又は低利

共団 融機構資金 も繰上償還し、償還年

の共 率の見直し 債に借り換えることが

同発 を行った後 できる。 同発 を行った後 できる。

。） し後の利率

） ）

においては

含む 、当該見直 含む 、当該見直

行を

567,300消防施設整備事業費 667,300

債券 方式で借り 若しくは不均等の方法

又は 利率見直し 元利均等又は元金均等
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議案第３６号  

   令和５年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

 令和５年度新潟市の国民健康保険事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，７００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７０，７６４，１１５千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年６月１２日提出  

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 4 国庫支出金 31,292 27,700 58,992

 1 国庫補助金 31,292 27,700 58,992

70,736,415 27,700 70,764,115

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 1,583,346 27,700 1,611,046

 1 総務管理費 1,580,116 27,700 1,607,816

70,736,415 27,700 70,764,115

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第３７号  

   令和５年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第１号） 

 令和５年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，０００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８８，１７７，５２５千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一    
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 3 国庫支出金 20,520,197 8,300 20,528,497

 2 国庫補助金 5,666,727 8,300 5,675,027

 7 繰入金 14,244,199 3,700 14,247,899

 1 一般会計繰入金 13,337,208 3,700 13,340,908

88,165,525 12,000 88,177,525

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 1,397,465 12,000 1,409,465

 1 総務管理費 815,215 12,000 827,215

88,165,525 12,000 88,177,525

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第３８号  

   令和５年度新潟市後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号） 

 令和５年度新潟市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，５００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０，１７６，４６０千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 2 国庫支出金 378 11,500 11,878

 1 国庫補助金 378 11,500 11,878

10,164,960 11,500 10,176,460

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 157,426 11,500 168,926

 1 総務管理費 157,426 11,500 168,926

10,164,960 11,500 10,176,460

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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 議案第３９号 

   令和５年度新潟市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 （総則） 

第１条 令和５年度新潟市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （債務負担行為） 

第２条 令和５年度新潟市下水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為をすることが

できる事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。 

（追加）                            （単位 千円） 

事    項 期   間 限 度 額 

鳥屋野・万代・下所島排水区 

雨水バイパス管下水道工事 

令和６年度から 

令和７年度まで 

１，６２０，０００ 

（変更）                               （単位 千円） 

事    項 補正前限度額 補正後限度額 

鳥屋野排水区雨水バイパス管３～５ 

下水道工事 

９１０，０００ １，２７０，０００ 

 

 令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 
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議案第４０号 

   新潟市給与条例及び新潟市教育職員給与条例の一部改正について 

 新潟市給与条例及び新潟市教育職員給与条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市給与条例及び新潟市教育職員給与条例の一部を改正する条例 

 （新潟市給与条例の一部改正） 

第１条 新潟市給与条例（昭和３２年新潟市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条及び第１１条中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

  第２４条の４の見出しを「（特定新型インフルエンザ等対策派遣手当）」に改め、同

条第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等

対策派遣手当」に、「第４４条」を「第２６条の８」に改め、同条第２項中「新型イン

フルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改め

る。 

  第３２条第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフル

エンザ等対策派遣手当」に改める。 

 （新潟市教育職員給与条例の一部改正） 

第２条 新潟市教育職員給与条例（昭和３４年新潟市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条及び第１０条中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

  第２７条の見出しを「（特定新型インフルエンザ等対策派遣手当）」に改め、同条中

「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手
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当」に改める。 

   附 則 

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律（

令和５年法律第１４号）の施行の日から施行する。 

 

-18-



 

 

議案第４１号 

   新潟市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 

 新潟市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 新潟市職員の特殊勤務手当支給条例（平成１８年新潟市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第５項の見出し中「新型コロナウイルス感染症」を「特定新型インフルエンザ等」

に改め、同項中「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）」

を「特定新型インフルエンザ等（人事院規則９－１２９（東日本大震災及び東日本大震災

以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則９

―３０（特殊勤務手当）の特例）第７条の規定により人事院が定めるものをいう。）」に

改め、「緊急に」を削る。 

附則第７項及び第８項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４２号  

   新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部改正について 

 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部を改正する条例 

 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例（平成１６年新潟市条例第９

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４のうち５４の表中 

「    

 を 

」 

 会議室 １時間につき ３００ 

    

「     

 会議室１ １時間につき ３００ 
 に 

 会議室２ １時間につき ２００ 

    」 

改める。 

   附 則  

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 
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議案第４３号 

新潟市ふれあい健康センター条例の一部改正について 

新潟市ふれあい健康センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

令和５年６月１２日提出 

新潟市長 中原 八一   

新潟市ふれあい健康センター条例の一部を改正する条例 

新潟市ふれあい健康センター条例（平成１２年新潟市条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表個人の項利用料金の額の欄中「１，４００円」を「１，０００円」に改め、同表個

人会員の項利用料金の額の欄中「２７，０００円」を「３５，０００円」に、「１６，０

００円」を「２１，０００円」に、「９，０００円」を「１２，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定（個人会員の利用料金の額に限る。）は、この条例の施行の日以

後の登録に係る利用料金について適用する。 
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議案第４４号  

   新潟市特定非営利活動促進法施行条例の一部改正について 

 新潟市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 新潟市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年新潟市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の見出し中「認証申請」を「認証申請等」に改め、同条に次の１項を加える。 

６ 法第１０条第２項の規定による公衆の縦覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

 第４条中「第１０条第３項」を「第１０条第４項」に改める。 

第１０条第１項を次のように改める。 

法第３０条の規定による閲覧及び謄写に関し必要な事項は、次項及び第３項に定める

ものを除き、市長が別に定める。 

 第１０条第２項中「法第３０条の規定による」を「前項の」に改める。 

第２１条を第２２条とし、第１８条から第２０条までを１条ずつ繰り下げ、第１７条の

次に次の１条を加える。 

（情報通信の技術を利用する方法による手続） 

第１８条 法第７４条に規定する手続について情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号）の規定を適用する場合に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

-22-



 

この条例は、令和５年９月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、公布の日

から施行する。 
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議案第４５号  

   新潟市市税条例の一部改正について 

 新潟市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市市税条例の一部を改正する条例 

 新潟市市税条例（昭和３７年新潟市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２４条の２第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかつた金額のうち法

第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同項の」を

「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは森林環境税を

納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」に改め

る。 

 第２９条の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第

４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」

を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由して提

出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支

払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書（そ

の者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提

出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項

と異動がないときは、給与所得者は、法施行規則で定めるところにより、前項又は法第

３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載

した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

 第３３条第１項中「の徴収について」を削り、「によつて」を「により」に、「普通徴
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収の方法による」を「普通徴収の方法により徴収する」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課

し、及び徴収する。 

 第３５条第２項中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合

算額」に、「によつて」を「により」に改め、同条第３項中「によつて」を「により」に、

「すべて」を「全て」に改める。  

第３８条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「

均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項

において同じ。）」を加え、同条第２項中「給与所得者」を「納税義務者」に、「におい

ては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項

中「によつて」を「により」に改める。 

第４０条の２中「納入書によつて」を削る。  

第４２条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同

条第２項中「通知によつて」を「通知により」に、「すでに」を「既に」に改め、「含

む。）において」の次に「当該納税者の未納に係る徴収金があるとき」を加え、「第１７

条の規定の例によつて当該納税者に還付する」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定

する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用

することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係

る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改め、同項ただし書及

び後段を削る。 

第４２条の２第１項各号列記以外の部分中「によつて徴収することが」を「により徴収

することが」に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「及び均等割

額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４２

条の５において同じ。）」を加え、「によつて徴収する場合においては」を「により徴収

する場合には」に、「によつて徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号
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及び第３号並びに同条第２項中「によつて」を「により」に改める。 

第４２条の６第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

同条第２項中「方法によつて」を「方法により」に、「第１７条の２の規定の例によつて」

を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同

条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金

関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したも

のとみなす」に改める。 

第７８条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「三輪のもの」の次に「及び道路運送車

両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定

小型原動機付自転車」を加える。  

附則第６条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。  

附則第８条の２中第１６項を第２２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

２１ 法附則第１５条第３３項の条例で定める割合は、３分の２とする。  

附則第８条の２中第１５項を第２０項とし、第４項から第１４項までを５項ずつ繰り下

げ、第３項の次に次の５項を加える。 

４ 法附則第１５条第２２項第１号の条例で定める割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２２項第２号の条例で定める割合は、３分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２２項第３号の条例で定める割合は、３分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２３項第１号の条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２３項第２号の条例で定める割合は、３分の１とする。 

附則第８条の２に次の１項を加える。 

２３ 法附則第１５条の９の３第１項の条例で定める割合は、３分の１とする。 

 附則第１３条の２を削る。 

 附則第１３条の２の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め、同条

を附則第１３条の２とする。 
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 附則第１３条の６第３項を削る。 

 附則第１４条の２第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める。 

 附則第１６条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改める。 

 附則第１９条の４中「第３１項、第３２項」を「第３１項から第３３項まで」に、「若

しくは第３９項」を「、第３９項若しくは第４６項」に改める。 

附 則  

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 （１） 次号から第４号までに掲げる規定以外の規定 公布の日 

（２） 第２４条の２第２項及び第３３条第１項の改正規定、同条に１項を加える改正

規定並びに第３５条、第３８条、第４２条、第４２条の２及び第４２条の６の改正規

定並びに附則第１３条の２の２の改正規定（同条第４項中「１００分の１０」を「１

００分の３５」に改める部分に限る。）及び附則第１４条の２第３項の改正規定並び

に次条第１項並びに附則第５条第１項（この条例による改正後の新潟市市税条例（以

下「新条例」という。）附則第１４条の２第３項に係る部分に限る。）及び第３項の

規定 令和６年１月１日 

 （３） 第２９条の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（４） 附則第１９条の４の改正規定（「若しくは第３９項」を「、第３９項若しくは

第４６項」に改める部分に限る。） 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法

律第１号）附則第１条第９号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいず

れか遅い日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の新潟市市税条例の規定中個人の市民税に

関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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２ 新条例第２９条の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき新潟

市市税条例第２９条の２第１項に規定する給与（以下この項において「給与」という。）

について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受け

るべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第８条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の

日（以下この条において「第１号施行日」という。）以後に指定される地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条第２２項第１号に規定する指定に係る同項に規定

する指定避難施設（指定避難施設避難用部分に限る。）に対して課する令和６年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

２ 新条例附則第８条の２第５項の規定は、第１号施行日以後に締結される地方税法附則

第１５条第２２項第２号に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋（協定

避難用部分に限る。）に対して課する令和６年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。  

３ 新条例附則第８条の２第６項の規定は、第１号施行日以後に締結される地方税法附則

第１５条第２２項第３号に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋（協定

避難用部分に限る。）に対して課する令和６年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。  

４ 新条例附則第８条の２第７項の規定は、第１号施行日以後に取得される地方税法附則

第１５条第２３項第１号に規定する指定に係る同項に規定する償却資産に対して課する

令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第８条の２第８項の規定は、第１号施行日以後に取得される地方税法附則

第１５条第２３項第２号に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課

する令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第８条の２第２１項の規定は、第１号施行日以後に設置される地方税法附
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則第１５条第３３項に規定する土地に対して課する令和６年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。  

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第７８条第１号エ及び附則第１４条の２第３項の規定は、令和６年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別

割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例による

改正前の新潟市市税条例附則第１３条の２及び第１３条の６第３項に規定する三輪以上

の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。  

３ 新条例附則第１３条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割につい

て適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。 
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議案第４６号  

   新潟市介護保険条例の一部改正について 

 新潟市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市介護保険条例の一部を改正する条例 

 新潟市介護保険条例（平成１２年新潟市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２１条に次の１項を加える。  

４ 新型コロナウイルス感染症又はその影響により、第１２条第１項第２号又は第３号に

掲げる事由に該当する者が保険料（令和４年度３月分の保険料であって、普通徴収の納

期限が令和５年４月３０日までのものをいう。）の減免を受けようとする場合の申請の

期限は、同条第２項の規定にかかわらず、令和５年９月３０日とする。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （新型コロナウイルス感染症による保険料の減免手続の特例についての経過措置） 

２ この条例の施行の際現にされている保険料の減免を受けようとする者が第１２条第２

項の規定により行った申請は、改正後の附則第２１条第４項に規定する保険料の減免に

該当するものに限り、同項の適用を受けた申請とみなす。 
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議案第４７号  

   新潟市児童館条例の一部改正について 

 新潟市児童館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市児童館条例の一部を改正する条例 

新潟市児童館条例（昭和３９年新潟市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１条第２項の表葛塚東児童館の項を削る。 

第４条中「、早通児童センター及び葛塚東児童館」を「及び早通児童センター」に改め

る。 

第５条第１号中「、三ツ森児童館、早通児童センター及び葛塚東児童館」を削り、同条

に次の１号を加える。 

（５） 三ツ森児童館及び早通児童センター 午前１０時から午後６時まで 

第１４条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第１０号までを１号ずつ繰

り上げる。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第４８号  

   新潟市火災予防条例の一部改正について 

 新潟市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市火災予防条例の一部を改正する条例 

 新潟市火災予防条例（昭和３７年新潟市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１５条の２第１項各号列記以外の部分を次のように改める。 

急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等（電気を動力源とする自動

車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）に

コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）

を用いて充電する設備（全出力２０キロワット以下のものを除く。）をいい、分離型の

もの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブル

を収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成され

るものをいう。以下同じ。）にあつては、充電ポストを含む。以下同じ。）の位置、構

造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

第１５条の２第１項第１号ただし書を次のように改める。 

  ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。 

 第１５条の２第１項第１号に次のように加える。  

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものにあつては、充電ポスト 

第１５条の２第１項第２号に次のただし書を加える。 

ただし、分離型のものの充電ポストにあつては、この限りでない。 

第１５条の２第１項第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第７号中

「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続さ
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れ、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項第１１号

を次のように改める。 

（１１） 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設

備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。 

 第１５条の２第１項第１２号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め、

同項第１３号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下こ

の号において同じ。）」を削り、同項第１６号中「当該蓄電池」の次に「（主として保安

のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第１８号を第１９号とし、第１７号を第

１８号とし、第１６号の次に次の１号を加える。 

（１７） 急速充電設備のうち分離型のものにあつては、充電ポストに蓄電池（主とし

て保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

第１６条第１項中「日本産業規格をいう」の次に「。以下同じ」を加える。 

第２３条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設けるときは、

別表第７に定めるものとしなければならない」を「健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない」

に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、「

禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあつては、国際標準化

機構が定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとし、「喫

煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあつては、国際標準化機構が定めた規格

第７００１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとしなければならない。  

第２３条第５項中「前項第２号」を「第３項第２号」に改める。  

別表第７を次のように改める。 

別表第７ 削除 

附 則  
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１５条の２第１項の改正規定及び次

項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 第１５条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされてい

るこの条例による改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第１５条の

２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用につい

ては、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用

室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律（平成３

０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第

３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第２３条第２

項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第２３条第４

項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。  
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議案第４９号  

   町（字）の区域及び名称の変更について      

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本市区域内の 

町（字）の区域及びその名称を次のように変更し、土地区画整理法（昭和２９年法律第１

１９号）第１０３条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行するも

のとする。 

 

  令和５年６月１２日提出 

新潟市長 中原 八一   

町（字）の区域及び名称変更調書 

変      更      前 変更後 

町 字 地      番 町 

割野 岡崎 3775 の 2、3785 の 1、3786 の 1、3787 の 1、 

3789 の 1、3790 の 1、3791 の 1 から 3 まで、 

3792、3793 の 1 から 3 まで、3794、3795 の 1、 

3796 の 1、3797 から 3835 まで、3837 から 3860 まで、

3861 の 2、3862、3863 の 2、3864 から 3871 まで、 

3872 の 1、3872 の 2、3873 の 1、3873 の 2、3874 の 1、

3874 の 2、3875 の 1、3878 の 2、3890 

 

割野 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 
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町（字）の区域及び名称変更区域図 

 

 

町 字 町 字

① 割野 岡崎 割野 ―

番
号

変更前 変更後

① 

変更予定区域線

は　　ん　　例

縮尺　　１：１０，０００
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諮問第１号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を問う。 

  令和５年６月１２日提出 

新潟市長 中原 八一   

内山 由紀子  

  大島 研一 

  毛利 隆二 

  塚原 明子 

  田村 泰一 

  田中 集  

    円山 耕司 

  丸山 淳子 

  川﨑 佐千子 

  廣川 浩  

圓山 修永 

    須佐 一彦 

  高橋 治子 

  齋木 健二 

  星野 千恵子 

  田邉 玲子 

  米山 照美 
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報告第１号 

継続費繰越計算書の報告について 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定に基づき、継続費繰越計算書を次のと 

おり報告する。 

令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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報告第２号 

繰越明許費繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、繰越明許費繰越計算書を次のとお

り報告する。  

令和５年６月１２日提出 

新潟市長 中原 八一   
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事

業
2
5
7
,0

5
0
,0

0
0

2
2
4
,8

0
0
,0

0
0

1
4
9
,8

6
6
,0

0
0

7
4
,9

0
0
,0

0
0

3
4
,0

0
0

4
生

活
保

護
費

生
活

保
護

シ
ス

テ
ム

等
更

新
事

業
3
1
,2

2
7
,0

0
0

3
1
,2

2
6
,8

0
0

0
3
1
,2

2
6
,8

0
0

5
老

人
福

祉
費

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
整

備
事

業
9
1
6
,4

1
6
,0

0
0

9
1
6
,4

1
6
,0

0
0

1
3
6
,4

1
6
,0

0
0

7
4
6
,0

0
0
,0

0
0

3
4
,0

0
0
,0

0
0

養
護

老
人

ホ
ー

ム
整

備
事

業
3
1
2
,0

0
0
,0

0
0

3
1
2
,0

0
0
,0

0
0

0
3
1
2
,0

0
0
,0

0
0

0

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
整

備
事

業
1
0
2
,4

8
0
,0

0
0

1
0
2
,4

8
0
,0

0
0

1
0
2
,4

8
0
,0

0
0

0

令
和

４
年

度
 新

潟
市

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

　

款
項

事
  

  
  

  
業

  
  

  
  

名
金

  
  

  
額

翌
年

度
繰

越
額

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

　
　

収
　

　
入

　
　

特
　

　
定

　
　

財
　

　
源

一
 般

 財
 源

-42-



国
県

支
出

金
地

 方
 債

そ
 の

 他
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
整

備
事

業
1
3
5
,4

8
0
,0

0
0

1
3
5
,4

8
0
,0

0
0

1
0
2
,4

8
0
,0

0
0

2
6
,4

0
0
,0

0
0

6
,6

0
0
,0

0
0

4
衛

生
費

1
保

健
衛

生
費

急
患

診
療

セ
ン

タ
ー

感
染

症
検

査
診

療
室

等
整

備
事

業
5
1
,8

1
2
,0

0
0

5
1
,7

7
9
,0

0
0

0
5
1
,7

7
9
,0

0
0

0

病
院

群
輪

番
制

病
院

設
備

整
備

費
補

助
金

1
1
,3

6
4
,0

0
0

1
1
,3

6
4
,0

0
0

7
,5

7
6
,0

0
0

3
,7

8
8
,0

0
0

出
産

・
子

育
て

応
援

事
業

6
3
2
,0

0
0
,0

0
0

6
1
8
,6

5
7
,0

0
0

5
9
8
,1

7
0
,0

0
0

2
0
,4

8
7
,0

0
0

自
家

消
費

型
風

力
発

電
施

設
撤

去
事

業
1
1
,0

0
0
,0

0
0

1
1
,0

0
0
,0

0
0

0
1
1
,0

0
0
,0

0
0

0

2
清

掃
費

廃
棄

物
処

理
施

設
等

管
理

運
営

費
7
1
,8

0
0
,0

0
0

6
8
,3

4
3
,0

0
0

0
6
8
,3

4
3
,0

0
0

5
労

働
費

1
労

働
諸

費
新

規
採

用
活

動
支

援
事

業
2
0
,0

0
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0
,0

0
0

1
6
,0

0
0
,0

0
0

4
,0

0
0
,0

0
0

移
住

促
進

特
別

支
援

金
5
4
,0

0
0
,0

0
0

5
4
,0

0
0
,0

0
0

4
3
,2

0
0
,0

0
0

1
0
,8

0
0
,0

0
0

6
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
農

地
の

受
け

手
拡

大
支

援
金

事
業

4
7
,0

0
0
,0

0
0

4
7
,0

0
0
,0

0
0

3
7
,6

0
0
,0

0
0

9
,4

0
0
,0

0
0

化
学

肥
料

低
減

・
有

機
質

肥
料

活
用

促
進

事
業

1
,8

8
5
,0

0
0

1
,5

9
8
,0

0
0

1
,2

7
8
,0

0
0

3
2
0
,0

0
0

元
気

な
農

業
応

援
事

業
7
5
,8

0
4
,0

0
0

7
5
,0

0
0
,0

0
0

0
7
5
,0

0
0
,0

0
0

強
い

農
業

づ
く

り
交

付
金

事
業

1
,5

0
2
,0

5
8
,0

0
0

1
,4

7
1
,0

5
7
,0

0
0

1
,4

7
1
,0

5
7
,0

0
0

0

農
業

Ｄ
Ｘ

・
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓモ
デ

ル
事

業
7
,2

0
0
,0

0
0

2
,0

0
0
,0

0
0

0
2
,0

0
0
,0

0
0

0

食
料

供
給

力
向

上
支

援
事

業
5
0
,0

0
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0
,0

0
0

1
0
,0

0
0
,0

0
0

肥
料

コ
ス

ト
低

減
支

援
事

業
1
4
3
,0

0
0
,0

0
0

1
4
3
,0

0
0
,0

0
0

1
1
4
,4

0
0
,0

0
0

2
8
,6

0
0
,0

0
0

畜
産

飼
料

価
格

高
騰

対
策

事
業

2
9
,0

0
0
,0

0
0

2
9
,0

0
0
,0

0
0

2
3
,2

0
0
,0

0
0

5
,8

0
0
,0

0
0

松
く

い
虫

被
害

低
減

緊
急

対
策

事
業

1
7
,6

0
0
,0

0
0

1
7
,6

0
0
,0

0
0

0
1
7
,6

0
0
,0

0
0

0

2
農

地
費

県
営

土
地

改
良

事
業

費
負

担
金

3
5
8
,3

0
0
,0

0
0

3
5
8
,3

0
0
,0

0
0

0
3
5
8
,3

0
0
,0

0
0

0

農
業

水
利

施
設

ス
ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
事

業
費

補
助

金
3
,6

0
0
,0

0
0

3
,6

0
0
,0

0
0

0
3
,6

0
0
,0

0
0

0

水
利

施
設

管
理

強
化

事
業

9
4
4
,0

0
0

9
4
4
,0

0
0

0
9
4
4
,0

0
0

3
水

産
業

費
漁

港
整

備
事

業
2
7
6
,1

5
2
,0

0
0

1
8
5
,1

5
2
,0

0
0

7
7
,5

7
6
,0

0
0

1
0
4
,5

0
0
,0

0
0

3
,0

7
6
,0

0
0

7
 商

工
費

1
商

業
費

地
域

の
お

店
応

援
商

品
券

発
行

事
業

1
,2

5
0
,0

0
0
,0

0
0

9
0
0
,0

0
0
,0

0
0

8
7
5
,0

3
6
,0

0
0

2
4
,9

6
4
,0

0
0

地
域

を
支

え
る

商
店

街
支

援
事

業
1
1
0
,0

0
0
,0

0
0

1
0
8
,1

1
4
,0

0
0

8
6
,4

9
1
,0

0
0

2
1
,6

2
3
,0

0
0

Ｍ
ＩＣ

Ｅ
誘

致
補

助
金

6
6
,0

0
0
,0

0
0

6
6
,0

0
0
,0

0
0

5
2
,8

0
0
,0

0
0

1
3
,2

0
0
,0

0
0

2
工

業
費

デ
ジ

タ
ル

技
術

活
用

促
進

補
助

金
8
0
,0

0
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0
,0

0
0

6
4
,0

0
0
,0

0
0

1
6
,0

0
0
,0

0
0

Ｇ
Ｘ

実
証

支
援

補
助

金
2
0
,0

0
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0
,0

0
0

1
6
,0

0
0
,0

0
0

4
,0

0
0
,0

0
0

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
導

入
促

進
事

業
4
7
5
,0

0
0
,0

0
0

4
5
3
,2

5
0
,0

0
0

3
6
2
,6

0
0
,0

0
0

9
0
,6

5
0
,0

0
0

8
 土

木
費

2
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路

橋
り

ょ
う

維
持

補
修

事
業

1
,9

5
9
,4

0
0
,0

0
0

1
,7

6
8
,2

8
5
,1

3
0

9
4
8
,6

1
6
,5

9
1

8
1
6
,6

3
0
,0

0
0

3
,0

3
8
,5

3
9

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

　
　

収
　

　
入

　
　

特
　

　
定

　
　

財
　

　
源

一
 般

 財
 源

款
項

事
  

  
  

  
業

  
  

  
  

名
金

  
  

  
額

翌
年

度
繰

越
額
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国
県

支
出

金
地

 方
 債

そ
 の

 他
道

路
新

設
改

良
事

業
5
0
,0

0
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0
,0

0
0

2
7
,5

0
0
,0

0
0

2
2
,5

0
0
,0

0
0

0

道
路

橋
り

ょ
う

事
業

6
,3

6
3
,0

9
4
,0

0
0

5
,2

4
2
,3

9
0
,1

9
6

0
2
,2

2
5
,5

4
8
,7

5
4

2
,7

7
2
,2

7
0
,0

0
0

5
7
0
,0

0
0

2
4
4
,0

0
1
,4

4
2

4
都

市
計

画
費

（
仮

称
）
上

所
駅

整
備

事
業

1
2
4
,5

7
3
,0

0
0

1
2
4
,5

7
3
,0

0
0

7
0
,8

8
0
,9

5
0

5
1
,3

0
0
,0

0
0

2
,3

9
2
,0

5
0

バ
ス

利
便

性
向

上
事

業
1
4
,6

2
7
,0

0
0

1
4
,5

4
6
,1

0
0

7
,2

7
3
,0

5
0

4
,9

0
0
,0

0
0

2
,3

7
3
,0

5
0

新
潟

駅
周

辺
整

備
事

業
5
,6

8
4
,0

2
3
,0

0
0

5
,5

1
2
,4

1
6
,3

6
6

2
,9

8
7
,5

7
9
,0

0
0

2
,4

9
7
,5

0
0
,0

0
0

2
7
,3

3
7
,3

6
6

新
潟

駅
南

口
西

地
区

新
潟

都
心

地
域

優
良

建
築

物
等

整
備

事
6
2
,4

0
0
,0

0
0

6
2
,4

0
0
,0

0
0

2
4
,9

0
0
,0

0
0

3
7
,5

0
0
,0

0
0

業 土
地

区
画

整
理

事
業

助
成

金
3
1
,0

0
0
,0

0
0

1
7
,7

5
5
,0

0
0

0
1
3
,3

0
0
,0

0
0

4
,4

5
5
,0

0
0

5
公

園
緑

地
費

公
園

整
備

事
業

6
4
,0

0
0
,0

0
0

3
2
,0

0
0
,0

0
0

1
6
,0

0
0
,0

0
0

1
6
,0

0
0
,0

0
0

0

公
園

緑
地

整
備

事
業

1
2
1
,1

3
0
,0

0
0

9
8
,8

2
3
,0

0
0

4
4
,6

6
1
,5

0
0

4
0
,1

0
0
,0

0
0

1
4
,0

6
1
,5

0
0

松
く

い
虫

防
除

事
業

2
,0

0
0
,0

0
0

1
,9

8
4
,0

0
0

1
,1

9
0
,0

0
0

7
9
4
,0

0
0

な
ぎ

さ
の

ふ
れ

あ
い

広
場

緑
化

事
業

1
4
,3

0
5
,0

0
0

1
4
,3

0
5
,0

0
0

0
1
4
,3

0
5
,0

0
0

8
住

宅
費

住
宅

用
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

導
入

促
進

事
業

5
5
,0

0
0
,0

0
0

5
2
,3

9
0
,0

0
0

0
5
2
,3

9
0
,0

0
0

9
消

防
費

1
消

防
費

消
防

署
所

機
能

維
持

整
備

事
業

3
8
,0

0
0
,0

0
0

3
8
,0

0
0
,0

0
0

0
3
8
,0

0
0
,0

0
0

0

大
型

特
殊

車
両

維
持

補
修

費
3
2
,0

0
0
,0

0
0

3
1
,9

6
6
,0

0
0

0
3
1
,9

6
6
,0

0
0

常
備

消
防

車
両

整
備

事
業

2
5
0
,4

0
0
,0

0
0

1
8
7
,1

0
0
,0

0
0

0
1
8
7
,1

0
0
,0

0
0

0

1
0

教
育

費
1

教
育

総
務

費
人

事
・
給

与
シ

ス
テ

ム
改

修
費

5
5
,1

0
0
,0

0
0

5
5
,0

9
9
,0

0
0

0
5
5
,0

9
9
,0

0
0

送
迎

用
車

両
安

全
装

置
設

置
事

業
1
0
,6

2
0
,0

0
0

1
0
,6

2
0
,0

0
0

6
,7

8
0
,0

0
0

3
,8

4
0
,0

0
0

こ
ど

も
の

安
心

・
安

全
対

策
支

援
事

業
4
,5

0
0
,0

0
0

4
,5

0
0
,0

0
0

3
,6

0
0
,0

0
0

9
0
0
,0

0
0

2
小

学
校

費
学

校
改

修
事

業
1
,2

3
6
,2

0
0
,0

0
0

1
,2

3
6
,2

0
0
,0

0
0

3
7
2
,4

0
7
,0

0
0

6
6
4
,2

0
0
,0

0
0

1
9
9
,5

9
3
,0

0
0

3
中

学
校

費
学

校
改

修
事

業
7
3
4
,1

0
0
,0

0
0

7
3
4
,1

0
0
,0

0
0

1
8
0
,7

5
5
,0

0
0

4
6
8
,2

0
0
,0

0
0

8
5
,1

4
5
,0

0
0

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

　
　

収
　

　
入

　
　

特
　

　
定

　
　

財
　

　
源

一
 般

 財
 源

款
項

事
  

  
  

  
業

  
  

  
  

名
金

  
  

  
額

翌
年

度
繰

越
額

8
2
,9

4
9
,0

0
0

1
,8

3
6
,2

5
4
,1

1
7

計
2
5
,3

1
9
,9

3
2
,0

0
0

2
2
,9

2
3
,1

9
6
,0

1
1

0
1
1
,7

0
3
,2

9
2
,8

9
4

9
,3

0
0
,7

0
0
,0

0
0
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（
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
）

（
単

位
　

円
）

国
県

支
出

金
地

 方
 債

そ
 の

 他
1

総
務

費
1

総
務

管
理

費
国

民
健

康
保

険
料

収
納

支
援

シ
ス

テ
ム

更
新

事
業

5
,3

9
9
,0

0
0

5
,3

9
9
,0

0
0

0
5
,3

9
9
,0

0
0

（
土

地
取

得
事

業
会

計
）

（
単

位
　

円
）

国
県

支
出

金
地

 方
 債

そ
 の

 他
1

土
地

取
得

事
業

1
事

業
費

一
般

国
道

１
１

６
号

新
潟

西
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報告第３号 

事故繰越繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定に基づき、事故繰越繰越計算書を次のとおり

報告する。 

令和５年６月１２日提出 

新潟市長 中原 八一   
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報告第４号 

   予算繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、予算繰

越計算書を次のとおり報告する。 

  令和５年６月１２日提出 

                            新潟市長 中原 八一 
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